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　県では、ワーク・ライフ・バランスについての理解の促進と、男性も女性も働きやすい環境づくりへの社会全体の気運を盛
り上げていくことを目的として、「働くあなたへ　絵てがみ・イラスト作品展」を開催しました（主催：滋賀県・一般社団法人滋
賀県労働者福祉協議会）。
　今回は、昨年１０月から１２月１６日までの間、作品を募集しましたところ、小学生以下の部１３４点、中学生の部４３７点、一
般の部１４２点のご応募をいただきました。
　厳正な審査の結果、各部の最優秀賞、優秀賞、入選の入賞作品を決定しました。
　入賞作品および審査上位の作品については、県立近代美術館（平成２７年２月２４日～３月１日）および県立男女共同参画
センター（平成２７年３月３日～３月１７日）において展示しました。

平成２６年度「働くあなたへ　絵てがみ・イラスト作品展」平成２６年度「働くあなたへ　絵てがみ・イラスト作品展」
入賞作品決定！入賞作品決定！

藤本　優杏さん（草津市・小学４年生） 長瀬　結月さん（大津市・中学１年生）

髙橋　ツネさん（守山市）

小学生以下の部　最優秀賞

一般の部　最優秀賞

中学生の部　最優秀賞
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「働き方・休み方改善ポータルサイト」を利用して「働き方・休み方改善ポータルサイト」を利用して
働き方改革を進めてみませんか働き方改革を進めてみませんか

　厚生労働省では、企業の皆さまが社員の働き方・休み方の
改善に向けた検討を行う際に活用できる「働き方・休み方改
善ポータルサイト」を開設しています。サイトでは、専用指標
によって企業診断ができる「働き方・休み方改善指標」や、「企
業における取組事例」などを掲載しています。また、社員が自
らの働き方・休み方を振り返るための診断も行えますので、
サイトを活用して働き方改革を進めてみませんか。

「働き方・休み方改善ポータルサイト」
http://work-holiday.mhlw.go.jp

お問い合わせ先 滋賀労働局労働基準部監督課
大津市御幸町６番６号　TEL：077-522-6649

平成27年４月以降の
行動計画策定届の届出はお済みですか？

　次世代育成支援対策推進法（以下、次世代法という。）が改正され、法律の有効期限が平成37年３月31日まで
10年間延長されました。
　このため、平成27年４月１日以降も引きつづき、次世代法に基づき一般事業主行動計画（以下、「行動計画」と
いう）を策定し、策定届を労働局に届出していただく必要があります。
　本年３月31日で行動計画の終期を迎える事業主（企業単位）で、まだ行動計画策定届の届出がお済みでない
事業主は、早急にお届出いただくようお願いします。

企業規模 行動計画の策定、届出、公表・周知
従業員101人以上企業 義務
従業員100人以下企業 努力義務

【行動計画とは】
　企業が次世代法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。行動計画に
は、①計画期間、②目標、③その達成のための対策と実施時期を定めます。
　　モデル例はこちら　→　 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

　　行動計画策定届はこちら　→　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

【お問い合わせ先・行動計画策定届届出先】
　滋賀労働局雇用均等室 〒 520-0051　大津市梅林 1丁目 3-10　滋賀ビル 5階
 ＴＥＬ：077-523-1190　ＦＡＸ：077-527-3277
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＜お問い合わせ先＞ 全労済　滋賀県本部
(滋賀県勤労者共済生活協同組合) 

大津支所  〒520-0801  大津市におの浜4-5-1 ℡  077-524-6031
彦根支所  〒522-0074  彦根市大東町4-28彦根勤労福祉会館2F ℡  0749-24-6605
　【営業時間】　9：00～17：00　　【休日】　土･日・祝日・年末年始(12/30～1/3)

広告

第13回滋賀県障害者技能競技大会第13回滋賀県障害者技能競技大会
（アビリンピック滋賀2014’）が開催されました！（アビリンピック滋賀2014’）が開催されました！

　平成26年12月14日（日）、滋賀職業能力開発短期大学校（ポリ
テクカレッジ滋賀）において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構滋賀障害者職業センターと滋賀県の共催で、第13回
滋賀県障害者技能競技大会が開催されました。
　また、平成27年１月15日（木）、滋賀県公館において、この大会
の各種目の成績優秀者に対しての表彰を行いました。
　障害者技能競技大会（アビリンピック滋賀）は、障害者が、技能
労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよ
う、その職業能力の向上を図るとともに、広く障害者に対する社
会の理解と認識を高め、雇用の促進と地位の向上を図ることを目的とし、平成14年度より開催されています。
　本年度は、喫茶サービスなど９競技種目に77名の選手が出場して、日頃職場や職業訓練の場で培った技を競
いました。
　このうち６種目について、滋賀障害者職業センター所長より金賞、銀賞、銅賞、努力賞が授与されました。ま
た、滋賀県知事より、金賞受賞者の中で、特に優秀な成績を収めた３名に知事表彰が授与されました。

▲１月15日　表彰式（滋賀県公館）

●各賞の受賞者　（◎知事表彰者：敬称略）
競技種目 金　　賞 銀　　賞 銅　　賞 努力賞

ワード・
プロセッサ

安井　謙治
（株式会社滋賀富士
通ソフトウェア）

小須田　士
（関西福祉学園働
き教育センター）

近藤　崇弘
（関西福祉学園働
き教育センター）

青木　尚子
（ヤンマーシンビ
オシス株式会社）

ー ー

製品
パッキング

◎山田　真也
（滋賀県立高等技
術専門校）

阪口　龍二
（株式会社クレール）

筒井　沙智
（カルビー・イー
トーク株式会社）

宮原　　譲
（滋賀県立信楽学園）

赤沼　裕樹
（滋賀県立北大津
養護学校）

ー

パソコン
データー
入力

小久保恵理
（草津市役所）

前田伊吹樹
（株式会社クレール）

三木　悠生
（滋賀県立甲南高
等養護学校）

瀬戸　祥穂
（滋賀県立高等技
術専門校）

ー ー

喫茶
サービス

◎芝田　脩平
（関西福祉学園働
き教育センター）

秦　　知里
（株式会社クレール）

清水　隆太
（関西福祉学園働
き教育センター）

犬井　理乃
（滋賀県立甲南高
等養護学校）

藤本　　陽
（関西福祉学園働
き教育センター）

井上　恵太
（ヤンマーシンビ
オシス株式会社）

オフィス
アシスタント

金山　　徹
（滋賀県立高等技
術専門校）

西本　新一
（さつき作業所）

疋田　秀樹
（株式会社クレール）

竹田　琴音
（滋賀県立甲良養

護学校）

井口　雄介
（滋賀県立信楽学園）

石原　由子
（つばきはらファ
クトリー）

ビル
クリーニング

◎竹田有輝也
（滋賀県立新旭養

護学校）

川副　昌人
（株式会社クレール） ー ー ー ー

※この大会では 3名以上の参加があった種目について、表彰の対象としています。
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職業能力開発

　県および（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、在職者の方々の技能向上を目的に、在職者訓練（技能向上
セミナー）を開催しています。企業研修、自己啓発等にご活用ください。

　滋賀県では、以下のコースの在職者向け訓練を行っております。

　　　　機械系（普通旋盤加工技術、フライス盤加工技術、機械CADなど）
　　　　溶接系（アーク溶接特別教育、TIG溶接の基礎、産業用ロボット特別教育など）
　　　　電気系（第二種電気工事士受験準備、電気主任技術者のための知識など）
　　　　建築系（JW-CAD、建築測量、早描き建築室内パースなど）
　　　　制御系（有接点リレーシーケンス制御、PLC制御、油圧・空気圧制御など）

　ポリテクセンター滋賀およびポリテクカレッジ滋賀で実施される在職者訓練（能力開発セミナー）コース
（平成27年５月分）は以下のとおりです。

ポリテクセンター滋賀で実施されるコース
コース名（機械系） 受講料 定員 コースNO 実施日 実施時間

製造技術者のための油圧実践技術 14,000 9 M6101 5/20.21.22 18
機械保全実践技術（伝動装置・分解組立調整編） 18,300 6 M6311 5/26.27.28 18
実践機械設計技術（２次元設計）（AutoCAD編） 14,000 10 M6031 5/27.28.29 18

コース名（電気・電子系） 受講料 定員 コースNO 実施日 実施時間
有接点シーケンス制御の実践技術 10,000 10 E7111 5/11.12 15
有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 12,000 10 E7121 5/13.14.15 18
実践電子回路計測技術 9,500 10 E7021 5/14.15 15
実践的 PLC制御 9,000 10 E7171 5/21.22 12
電気系保全実践技術 12,000 10 E7341 5/27.28.29 18
PLCによる実践的 FAセンサ活用技術 10,000 10 E7231 5/28.29 15

ポリテクカレッジ滋賀で実施されるコース
コース名（設計・開発関係） 受講料 定員 コースNO 実施日 実施時間

ネットワーク工程管理実践技術　　　　　　ＮＥＷ 7,000 10 CH091 5/14.15 12
建築設計におけるリアリスティックプレゼンテーション技術 10,100 10 CH071 5/20. 6/9.16 12

在職者訓練（技能向上セミナー）のご案内在職者訓練（技能向上セミナー）のご案内

※ 受講をご希望の方は、受講申込書を各施設あてFAX願います。受講申込書については、下記へお電話願います。
施 設 滋賀職業能力開発促進センター（ポリテクセンター滋賀）滋賀職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ滋賀）
所在地 大津市光が丘町 3-13 近江八幡市古川町 1414
T E L 077-537-1191 0748-31-2252
F A X 077-537-1299 0748-31-2255

H P http://www3.jeed.or.jp/shiga/poly/zaishoku/index.html
http://www3.jeed.or.jp/shiga/college/
business/seminar_h27.html

※  コースの詳細（開催日・内容・受講料等）、申込み方法等については、下記にお問い合わせいただくか、ホー
ムページをご覧ください。
施 設 高等技術専門校米原校舎（テクノカレッジ米原） 高等技術専門校草津校舎（テクノカレッジ草津）
所在地 米原市岩脇 411-1 草津市青地町 1093
T E L 0749-52-5300 077-564-3297
F A X 0749-52-5396 077-565-1867
H P http://www.pref.shiga.lg.jp/f/kogisen/index.html#seminar

　滋賀県

　（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
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広告

企業企業のの皆さま皆さまからのからの求人求人ををお待ちしています！！お待ちしています！！
＜企業の即戦力となる人材を育成しています！＞

＜次代のものづくりをリードしていく若き技能者を育成しています！＞
　県および（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、求職者の早期再就職、新規学卒者の職業能力開発のため、も
のづくりの技能と知識を習得するための施設を設置しています。
　離転職者を対象にした訓練では、企業ニーズに合わせた訓練課程により、企業の即戦力になるための必要な技能
と知識を備えた優秀な人材を育成しています。
　また、新規学卒者を対象にした訓練では、実習に重点を置き、基礎から応用まで段階的かつ体系的に訓練を実施
し、優れた技能・技術と豊かな創造力でこれからのものづくりを牽引していく人材の育成に努めています。各施設
では、企業の皆さまからの求人をお待ちしています。

【こんな職種の訓練を実施しております】【こんな職種の訓練を実施しております】
ビル設備管理、機械製図、数値制御プログラミング

機械加工、電気工事、設備工事、溶接、機械の組立・調整・保全
マイコン制御、縫製、販売、塗装、建築、自動車整備　等

滋賀県立高等技術専門校
　米原校舎（テクノカレッジ米原）　〒 521-0091 米原市岩脇 411-1 TEL 0749-52-5300
　草津校舎（テクノカレッジ草津）　〒 525-0041 草津市青地町 1093 TEL 077-564-3297
http://www.pref.shiga.lg.jp/f/kogisen/kigyou/kyujin.html
ポリテクセンター滋賀（独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　滋賀職業能力開発促進センター）
　大津市光が丘町３－ 13　　TEL 077-537-1347  （訓練課受講者第二係）
http://www3.jeed.or.jp/shiga/poly/jigyonushi/saiyo.html

お問い合わせはこちらまで！

訓練科名 訓練期間
自動車整備科 2年
生産システム制御科 〃
コンピュータ制御科 1年
生産システム設備科 〃
服飾デザイン科 〃
機械加工技術科 〃
塗装技術科 〃
木造建築科 〃
溶接技術科 〃

訓練科名 訓練期間
ビル設備サービス科 ６ヶ月
ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科 〃
工場管理保全科 〃
電気設備技術科 〃
溶接施工科 〃
機械加工ＮＣ技術科 〃
制御プログラム科 〃
ICT生産サポート科 〃

訓練科名 訓練期間
総合実務科 1年
住宅リフォーム科 ６ヶ月
総合技能系
金属加工技術コース 1年
機械実践技術コース ６ヶ月
溶接実践技術コース 〃
電気設備技術コース 〃
電気機械技術コース 〃

滋賀県立高等技術専門校 ポリテクセンター滋賀
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滋賀県家庭教育協力企業協定制度（滋賀県家庭教育協力企業協定制度（しがふぁみ）にかかるしがふぁみ）にかかる
「特色ある実践事例」「特色ある実践事例」のの紹介紹介

滋賀県家庭教育協力企業協定制度滋賀県家庭教育協力企業協定制度（しがふぁみ）にかかる（しがふぁみ）にかかる
「特色ある実践事例」「特色ある実践事例」のの紹介紹介

　滋賀県教育委員会は、平成18年度から家庭の教育力の向上に向けた職場づくりに、経営者・従業員をあ
げて自主的に取り組んでいただける企業・事業所様と「滋賀県家庭教育協力企業協定制度」による協定を
結び、子どもたちの健やかな育ちのための取組を推進しております。
　平成27年１月23日現在、1,354の企業・事業所様に取組を進めていただいているところです。
　その中から、家庭の教育力の向上に向けた職場づくりや、子どもの体験活動・健やかな育ちに効果が高
いと認められる取組を「特色ある実践事例」として「におねっと」（県教育委員会生涯学習課所管ホーム
ページ）に掲載しておりますので、今後の取組や職場の環境改善等の参考としてください。

【問合せ先】
　〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号
　滋賀県教育委員会事務局生涯学習課　地域家庭教育担当：中北
　TEL 077-528-4654　FAX 077-528-4962　E-mail:ma06@pref.shiga.lg.jp

事業主の皆さまへ

　県では、社会全体で子育て家庭を支える環境づくりを推進するため、子育てを応援する企業や店舗を淡海子
育て応援団として登録し、その取組内容を県ＨＰ等で紹介しています。この「淡海子育て応援団」の趣旨に賛
同し、参加していただける企業や店舗を募集しています。

応援団に登録するための条件 ： 子育て家庭が優遇される商品やサービスの開発・提供、子育て家庭が利用
しやすい設備の整備や付加的サービスの提供、その他子育て支援に関する取組を実施していただけるこ
とが条件です。
(例：飲食代・子ども服等の割引、プレゼント、キッズスペースやオムツ替えシートの設置等)

子育て支援サービスの対象者 ： 県内の18歳未満のお子さんや妊婦さんがいる家庭に県が淡海子育て応援
カードを発行しており、このカードを保持している方にサービス
を実施していただいています。
また、関西２府６県（三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、徳島県、鳥取県）および岐阜県と相互利用を実施しています。

応援団申込み方法 ： 淡海子育て応援団HPからパソコンでお申込みください。
 http://omikosodate.jp/regist_corp.php
詳しくは下記までお問合せください。

企業の皆さん、企業の皆さん、淡淡
おうみおうみ

海海子育て応援団に登録しませんか？子育て応援団に登録しませんか？

問合せ先 滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局
ＭＡＩＬ： syoushika@pref.shiga.lg.jp　ＴＥＬ： 077-528-3552（土・日・祝・年末年始を除く）

＊「特色ある実践事例」掲載６事業所
　 ・パナソニック株式会社アプライアンス社（草津市）
　 ・滋賀中央信用金庫（彦根市）
　 ・株式会社村田自動車工業所（大津市）

　 ・株式会社北びわこ水産（長浜市）
　 ・谷末自転車商会（近江八幡市）
　 ・高島鉱建株式会社（高島市）

※  におねっと  で検索してください。
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事業主の皆さまへ

番号 研  修  名 締切日 実施日
2 初級管理職「マネジメント能力向上」研修 4/6 4/21.22
3 監督職「実務能力向上」研修 4/28 5/19
4 【新規】マネジメント＆リーダーシップ研修 5/8 5/28.29
5 【新規】人材育成とメンタルヘルス研修 5/28 6/18.19
6 人の扱い方（TWI-JR）基本速習研修 6/5 6/25
7 若手グループ長リーダーシップ基礎研修 6/26 7/16.17
8 問題解決能力向上研修～業務改善編～ 7/15 8/4

9 教育技法 (TWI-JI､ JM､ JR) 基本速習研修 第１回 8/20 9/10.11
第２回 1/28 2/18.19

10 ISO 14001 規格改定セミナー 第１回 9/4 9/25
第２回 11/20 12/11

11 品質管理基礎研修 9/24 10/14
12 リーダー・監督者の為の基礎研修 10/2 10/22
13 ISO   9001 内部監査コース規格改定対応版セミナー 10/23 11/12.13
14 ISO　14001 内部監査コース規格改定対応版セミナー 1/13 2/4.5

１　 上記研修の費用、詳細及び申込用紙等については、滋賀県職業能力開発協会のホームページか
らご覧いただけます。　http://www.shiga-nokaikyo.or.jp

２　 お問合せ・お申込先
　　滋賀県職業能力開発協会　能力開発課　
　　〒 520-0865 大津市南郷五丁目 2-14 　TEL：077-533-0850 ／ FAX：077-533-3909

キャリアデザイン・キャリアコーチング・マネジメント研修など各種研修は
滋賀県職業能力開発協会にご相談ください。

集合研修

主な支援内容

経営者

指導者

管理職

若手社員

アセスメントツールによる特性分析 若手社員へのキャリアカウンセリング 経営者層へのコンサルティング

ご利用時間／【月～金】午前９時～午後５時　土・日・祝・年末年始は休業

お問い合わせ先

〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅686-1 オムロン野洲事業所内

滋賀県若手人材定着支援事業 受託事業主 オムロンパーソネル株式会社

TEL 077-588-9700  FAX 077-588-9902

委　　託　　元 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　TEL 077-528-3759

ののごご案案内内滋賀県若手人材定着支援事業参加企業募集のご案内
若手人材
定着支援とは…

支援対象 □若手人材の定着にお悩みがある企業
□滋賀県に本社のある企業

将来を担う若者等が意欲と誇りを持って就労し、安心して働けるよう、企業の就労環境向上を目的とし
て、オムロン パーソネル株式会社が滋賀県から受託し実施します。職場づくりや人材育成をはじめ、
社員の定着に繋がる就労環境の改善について、様々な支援メニューでサポートします。

若手社員の仕事力・部下力向上の研修に加え、指導監督層への研修、人材の定着・育成を経営課題
として取組んでおられる経営層までのワンストップ型の研修を実施します。
さらに、若手社員があまり話したことのない経営層とのワールドカフェも実施し、企業を超えた幅広
い視野醸成につなげていきます。

客観的に社員の行動特性を分析し、若手社員
の特性を把握します。組織及び個々の傾向を
確認し、人材育成や職場の改善に活用しま
す。

若手社員が抱えている課題を引きだし、その
解決に向けた個別相談を通して若手社員のメ
ンタルフォロー、キャリアビジョンの整理、モ
チベーションアップを促します。

収集した傾向等をフィードバックし、組織的に解決
しなければいけない課題・傾向を把握いただき、そ
の課題解決に必要な制度、体制といった「職場環境
/就労環境/社内のしくみ」の改善をご提案します。
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障害者雇用／高齢者雇用

平成27年度障害者雇用納付金申告・
申請期間等のご案内

滋賀高齢・障害者雇用支援センターからのお知らせ

（１）納付金の申告申請期間
　　・障害者雇用納付金 平成27年４月１日～５月15日
　　・障害者雇用調整金　　　　　　　　　　　　　　〃
　　・報奨金 平成27年４月１日～７月31日

（２）納付金の申告申請対象期間 平成26年４月１日～平成27年３月31日
（３）申告申請書の提出方法
　　・送付または持参（開庁時間８：45～17：00  土・日・祝日除く）
　　・電子申告申請（機構ホームページより申告申請９：30～17：00）

※詳しくは下記までお尋ねください。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構　滋賀高齢・障害者雇用支援センター
大津市光が丘町３－１３（ポリテクセンター滋賀内）　 TEL. ０７７－５３７－１２１４　FAX. ０７７－５３７－１２１５

※ 当センターは、平成27年4月1日より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「滋賀支部高齢・障害者業務課」
に名称変更をいたします。

３月末退職予定のみなさん！　シルバー会員募集中でーす・・・！

　人生はこれからです・・・　超高齢社会の今日、人生90年時代とも・・・　
　時代は、いま「生涯現役社会」と言われています。　
　定年退職を迎え、これまでのようなフルタイム労働は卒業し、好きな趣味や習い事もやりなが
ら、少しは働いて、年金プラスアルファの小遣いもほしい・・・そんなことを考えておられる方も
いらっしゃると思います。
　そんな時は、ぜひ、あなたの街のシルバー人材センターを訪ねてみてください。
　新しい仲間と仕事があなたをお待ちしています。これまでの経験も活かしつつ、地域貢献、社
会貢献をして、生きがいを見つけ、生涯現役を実践して頂ければ幸いです。
　退職後まずは、お住まいの市町シルバー人材センターで会員登録を！

☎お問い合わせ先

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会

〒 520-0054　大津市逢坂 1丁目 1-1　テトラ大津３階
TEL:　077-525-4128　　　FAX:　077-527-9490
http://www.sjc.ne.jp/shigapref　

Live Longer， Work Longer …（より長く生き、より長く働く）Live Longer， Work Longer …（より長く生き、より長く働く）

シルバー人材センターシルバー人材センター「会員登録 募集中！」「会員登録 募集中！」

滋賀県シルバー普及啓発キャラクター
「なまひげ先生」
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労働委員会だより

労働委員会
だより 不当労働行為事件の概要について不当労働行為事件の概要について

「月例労働相談」をご利用下さい。「月例労働相談」をご利用下さい。
　当委員会の委員（公労使各側１名）による月例
労働相談会（無料）を開催しています。
開催日時：毎月第 4金曜日 14：45～
開催場所： 滋賀県労働委員会室

（電話による事前予約制）

労使紛争に関する相談やお問い合わせが
ありましたら、お気軽にお電話ください！
　滋賀県労働委員会事務局
　〒 520-8577
　大津市京町４丁目１番１号　県庁東館５階
　　　ＴＥＬ：077－ 528－ 4473
　　　http://www.pref.shiga.lg.jp/l/roi/

　労働組合法では、使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合や組合員が、労働委員会に救済
を申し立てることができます。労働委員会では、その申立ての審査を行い、使用者の行為が不当労働行為にあた
るか否かの判断をしています。

　平成26年に当委員会が取り扱った不当労働行為審査事件は、前年からの繰越事件２件と新規申立事件１件
の計３件でした。なお、平成26年に終結した２件の事件（平成26年に決定し、平成27年に命令書の写しを交付
した事件も含む。）の概要は、次のとおりです。

【Ａ不当労働行為事件】　審査期間：506日
　Ａ社の従業員が、報奨金制度等の給与制度等の改善を求めるため、Ｘ組合に加入しＡ支部を結成し交渉し
ていたところ、①営業部門で勤務していたＸ組合のＹ支部長を他部門に配置転換を行ったこと、②７回の団
体交渉のうち､４回目の団体交渉について、Ａ社が期日の設定を遅らせたこと、③４回目と７回目の団体交渉
のＡ社の発言等が不誠実であったこと、④Ａ社の役員であるＺ主任から組合員らに対し威圧的な発言がされ
ていることが不当労働行為にあたるとして、Ｘ組合は当委員会に救済申立てを行いました。
　当委員会では、①Ｙ支部長の配置転換については、組合活動等の
故をもって行ったとするには証拠が不十分で不利益取扱いにはあ
たらず、②４回目の団体交渉は、急を要する課題があったわけでな
いことなどから、Ａ社の対応が不誠実とまでは言えないと判断しま
したが、③４回目と７回目の団体交渉の「営業手当」と「時間外手当」
の関係についての説明は不十分で不誠実な対応であり、④Ｚ主任の
発言は、組合活動等に対する干渉的発言で、支配介入にあたるとし
て、一部救済命令を発しました。

【Ｂ不当労働行為事件】　審査期間：527日
　Ｂ社は、土木工事を行うために外国人労働者を雇用するＣ社と請負契約を結んでいました。Ｖは、Ｃ社等の
社員として、17年以上Ｂ社の現場で働いていましたが、Ｂ社とＣ社の理由により請負契約が終了し、Ｂ社の
現場での仕事が出来なくなりました。なお、Ｖは、Ｄ社と雇用契約を結んでおり、Ｄ社から他の仕事を紹介さ
れましたが、その仕事には従事せず、Ｄ社を退職しました。これを不満としたＶは、Ｗ組合に加入し、滋賀労働
局に偽装請負の申告をするとともに、Ｗ組合はＢ社に対し、Ｖへの直接雇用義務違反や休業補償等を協議事
項とした団体交渉を申し入れました。
　Ｂ社は、Ｖの雇用主ではないため、団体交渉に応じる義務がないとしてこれを拒否し、Ｗ組合は、何度か団
体交渉を申し入れましたが、Ｂ社は団体交渉に応じませんでした。その後、滋賀労働局がＢ社に対して是正指
導を行ったことから、Ｗ組合は、再び、Ｂ社に対して団体交渉を申し入れましたが、Ｂ社は応じませんでした。
このため、Ｗ組合は、Ｂ社の行為は団体交渉拒否等の不当労働行為にあたるとして、当委員会に救済申立てを
行いました。
　当委員会では、Ｂ社とＶとの間に黙示の労働契約は成立しておらず、また、Ｂ社は、Ｖの採用、配置等の一連
の雇用の管理に関する決定について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な関与等が認められない
ことから、Ｂ社は、Ｖの労働組合法における使用者ではない等と判断し、Ｗ組合の申立てを棄却しました。な
お、Ｗ組合の申立ての一部は、既に申立期間を過ぎているため却下しました。

不当労働行為事件とは不当労働行為事件とは

平成26年に取り扱った不当労働行為事件平成26年に取り扱った不当労働行為事件

救済申立 労働組合・労働者が申立を行えます

調　　査 双方の主張から争点を整理します

審　　問 争いのある事実を証人尋問などで
明らかにします

合　　議 公益委員会議において、判定します

救済命令 棄却命令 和解・取下げ
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労働相談Ｑ＆Ａ

労働相談Q & A & A
『 退職について 』『 退職について 』

Q

Q

A

A

テーマ

　最近の労働相談では、雇用情勢が改善してきた影響か、「会社に退職の申入れをしたが、あれこれ理由をつ
けて、なかなかやめさせてもらえない」など退職に関連しての相談が増えています。そこで今回は「退職」につ
いて確認してみることとします。

質問１
　会社に退職の意思を伝えたのですが、やめさせてもらえない場合、どうしたらよいですか？

回答１
　退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認や同意までは必要ありま
せんが、退職には一定のルールがあり、それに従った手続をとることが必要です。
　具体的には、就業規則のある場合は、その規定に従って退職届を提出します（なお、極端に長い退職申入れ期
間を設定している場合等は、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合も
あります）。
　就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者はいつでも雇用の解約の申入れをすること
ができ、申入れ日から２週間（ただし、月給制のように期間をもって報酬を定めている場合には、期間の前半に
申入れをして当期末）を経過したときに雇用契約は終了します（民法第627条）。
　有期雇用など、あらかじめ雇用期間が契約で決まっている場合には、やむを得ない事情がない限り、雇用契約
期間中に解約するには労使双方の合意が必要です。なお、期間満了前に退職した場合に違約金を支払う旨の労
働契約は、労働基準法第16条により禁じられていますが、労働者の一方的な退職により現実に損害が発生した
場合には、会社から損害賠償を請求されることがあります。
※ 辞める理由によっては、直ちに契約を解除できる場合があります。例えば、明示された労働条件と実際の労働
条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます（労働基準法第15条第2項）。

質問２
　解雇や退職勧奨により退職したにもかかわらず、会社から発行された離職票には「自己都合」と記載されてい
ました。どうしたらよいですか？

回答２
　離職理由により、労働者（離職者）は失業給付の受給で大きな不利益を被ることになります。事業主と労働者
（離職者）の離職理由の主張が異なり、公共職業安定所の行った行政処分（例えば、離職理由を「自己都合」や「会
社都合」と判断する等の処分）に異議がある場合、公共職業安定所で異議申し立て（審査請求）をする制度があ
り、それぞれの主張を確認できる資料によって事実確認を行い、最終的に判断されますが、その主張を裏付ける
証拠がない場合、離職理由を変更することは困難です。
　こうしたトラブルを発生させないためには、退職時に労働基準法第22条に基づく退職理由証明書の交付を
受けておくことが重要です。

滋賀県労働相談所
電話番号　077‒511‒1402
　　　　　0120‒9

苦

6
労

7
な

1
い

6
労

4
使
（ フリーアクセスは、滋賀県内固定電話（もしくは公衆電話）からのみ
利用可能です。）

開設時間　月曜日～金曜日（平日）10時～ 20時（12:30 ～ 13:30 は除く）
　　　　　月曜日～金曜日（祝日）17時～ 20時
　　　　　土・日曜日　　　　　　10時～ 16時（12:30 ～ 13:30 は除く）
場　　所　大津市打出浜 2-1　コラボしが 21　6階　（面談相談は事前連絡が必要です）
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統 計 ／ 資 料

　この調査は、安定した労使関係確立の基礎資料とするため滋賀県が毎年行っています。平成26年の調査では、滋
賀県内のすべての民間労働組合（平成25年６月30日現在635組合）を対象として実施し、平成26年12月31日現
在で妥結した旨報告のあった組合のうち、妥結額が判明している295組合について集計しました。
　全規模・全産業の平均妥結額は585,419円となり、前年同期に比べて28,319円上回りました。
　前年・今年ともに妥結額が判明している245組合の平均妥結額は575,821円となり、前年同期に比べて14,336
円上回りました。

平成26年　年末一時金妥結状況の結果

前年・今年とも額が
判明している245組合
による対前年比較

全産業・全規模平均 従業員
300人未満

従業員
300人以上 製造業平均 非製造業平均

妥 　 結 　 額 （ 円 ） 575,821 452,078 634,711 581,093 569,456
前 年 妥 結 額 （ 円 ） 561,485 435,481 621,452 563,326 559,264
前 年 同 期 差 （ 円 ）
（ 対 前 年 増 減 比 ,  ％ ）

14,336
2.55

16,597
3.81

13,259
2.13

17,767
3.15

10,192
1.82

年末一時金平均妥結額の推移

※1　 平成24年以前は県内民間労働組合の約3割を、平成25年以降はすべての県内民間労働組合を対象に実施しています。
※2　経年推移は全体集計結果です。
※3　対前年比較は、有効回答のうち前年・今年とも額が判明している245組合について行いました。

　厚生労働省では全国の労働組合の組織状況を把握するため、毎年６月30日現在で調査を行っています。平成26年
の滋賀県の集計結果がまとまりましたのでお知らせします。
　結果の詳細については、県庁ホームページの労働雇用政策課のページでご覧いただけます。
１．労働組合数および組合員数の状況
　　 　単位労働組合における組合数は735組合となり、前年の738組合より3組合減少しました（0.4%減）。
　　 　組合員数は99,155人となり、前年の100,478人より1,323人減少しました（1.3%減）。
２．産業別労働組合数および組合員数の状況
　　 　産業別に組合数を見ると、製造業が最も多く260組合で、全体の35.4%を占め、次いで卸売業・小売業（107

組合、14.6%）、医療・福祉（68組合、9.3%）、公務（68組合、9.3%）、運輸業・郵便業（67組合、9.1%）
の順となっています。

　　 　組合員数では製造業が最も多く56,172人で全体の56.7%を占め、次いで公務（9,875人、10.0%）、卸売
業・小売業（5,624人、5.7%）の順となっています。

平成26年労働組合基礎調査の結果

最近５年間の組合員数と組織率の推移
調査年 組合員数（人） 本県推定組織率（%） 全国推定組織率（%）
平成22年 102,131 17.3 18.5
平成23年 101,010 16.9 　　18.1　※
平成24年 101,360 16.9 17.9
平成25年 100,478 16.6 17.7
平成26年 99,155 16.3 17.5

※ 平成23年の全国推定組織率は、平成24年４月に総務省統計局から公表された「労働力調査における東日本大震災に伴う補完推計」の平成
23年６月分の推計値を利用。
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インフォメーション

「滋賀労働」へのご意見・ご感想はこちらまで
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
〒520-8577　大津市京町4-1-1
TEL：077-528-3751 FAX：077-528-4873
http://www.pref.shiga.lg.jp/ E-mail　fe00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県求職者総合支援センターにおける滋賀県求職者総合支援センターにおける
生活相談と通訳業務の終了のお知らせ生活相談と通訳業務の終了のお知らせ

滋賀県商工観光労働部
労働雇用政策課
TEL：０７７－５２８－３７５９

【労災保険率・労務費率】
　平成２７年４月１日から「労災保険率」、「労務費率」並びに「有期事業に係る労働保険料の取扱い」が改定さ
れることとなりました。
　労災保険率は平成２７年度の概算・確定保険料から、労務費率並びに有期事業に係る労働保険料の取扱い
は平成２７年４月１日以降工事完了となる事業から対象となります。
　平成２７年度の労災保険率、労務費率については、滋賀労働局のホームページをご覧願います。

【有期事業に係る労働保険料の取扱いについて】
　請負金額は、消費税額を含まないものとなります。
　労働保険料の算出にあたっては、請負金額（消費税を含まない）に新労務費率を乗した額（千円未満切捨
て）に新労災保険率を乗してください。
　また、賃金総額の算定に当たり、請負金額（消費税を含む）に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置は、
平成27年3月3１日までの工事完了の事業に限ります。

【ホームページアドレス】
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/　（新着情報）　をご覧ください。
もしくは、

【問い合わせ先】   滋賀労働局労働保険徴収室  ☎077-522-6520

平成27年度労災保険率、労務費率等が改定されます

お
問
い
合
わ
せ
先

　滋賀県求職者総合支援センターでは、外国人を含む求職者の生活と就労の支援を図るため、生活相談
と通訳業務（スペイン語、ポルトガル語、タガログ語）、および職業紹介をワンストップで実施してきま
したが、生活困窮者自立支援法の施行により平成26年度末をもって生活相談と通訳業務を終了いたしま
す。なお、併設しているハローワークは引き続き運営します。

滋賀労働局 ２７年度労働保険料

生活や仕事探しにお困りの日本国籍の方 生活や仕事探しにお困りの外国籍の方

今年度までの
窓口

滋賀県求職者総合支援センター

生活相談 職業相談・職業紹介

ê ê

平成27年4月
からの窓口

･ 各市の福祉事務所が設
置する窓口
･ 湖東、東近江健康福祉
事務所が設置する窓口

継続して実施

今年度までの
窓口

滋賀県求職者総合支援センター

生活相談 職業相談・職業紹介

ê ê

平成27年4月
からの窓口

･各市町の担当窓口
･（公財）滋賀県国際協会 各ハローワーク


